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管内の令和４年の建設業の災害は速報値ですが、77件発生し、前年を６件上回っています。 また、管内の令和５年
１月末の建設業の災害は１件発生し、前年を１件下回っています。
本年は「第14次労働災害防止計画」のスタートの年になります。死亡災害の撲滅及び労働災害の減少に向け、安全
衛生対策の推進をお願いします。

労働安全衛生規則等の一部を改正する省令が改正され、これまで労働安全衛生法に基づく措置の対象ではなかった「一

人親方」など労働者以外の方も、危険有害な作業を行う事業者に労働者と同等の安全衛生対策等が求められることとなり

ました。詳しくは、裏面を参照してください。 ※厚労省のサイトは、次のキーワードで検索

令和４年（速報）及び令和５年（１月末）の労働災害発生状況について

■本年４月１日から、危険有害な作業を行う事業者は、一人親方

等に対しても一定の安全衛生対策等が義務となります！

■ 「建設現場」の災害をなくしましょう！

労働災害防止の基本は、安全衛生管理体制の確立、機械や設備に対する安全対策、不安全行動の防止対策、安全衛生
教育等になります。
この中で、不安全行動の防止対策では、安全意識の高揚を図るための活動が重要です。「指示し
たとおり作業を行ってくれない。」などの意見も聞かれますが、不安全行動を防ぐには、会社から押
し付けられた行動ではなく、良好なコミュニケーションのもとで、一人一人の安全意識の高揚が維持
され、個人個人が自覚と責任を持った自主的な行動を起こすための取組みが必要です。
中でも 「危険予知活動」は適切に実施すれば、安全意識高揚のための重要な活動になりますが、

「危険予知活動」がマンネリ化している現場をよく見かけます。マンネリ化しないよう、災害事例の活
用や、日々の作業に沿った内容（職種、作業場所、作業内容、使用する機械、天候など）を意識しな
がら行いましょう。
また、ヒューマンエラーによる不安全行動に対しては、「安全の見える化（危険の見える化）」が
有効です。「見える化」は、機械や設備などのハード面と、安全衛生教育や安全衛生活動などの

ソフト面の両面での取組が必要です。「見える化」することで、「危険予知活動」の活性化にもつ
ながります。
安全意識高揚のための手段では、もう一つ、管理者と作業員、あるいは作業員同士の「声掛け」
など「コミュニケーション」も大事です。「声掛け」は、仲間意識が芽生え、現場の雰囲気も良くなり
ますが、そのほかにも、ヒヤリハット事案や対策案、さらには、作業効率が良くなる意見を聞ける
いい機会にもなります。自分の意見が反映されれば、作業員のモチベーションも上がります。トッ
プダウンだけなく、ボトムアップの関係も築き上げましょう。
安全に王道はありません。日々の安全衛生活動の積み重ねが大事です。「経営トップや現場
代理人の災害防止に対する強い気持ち」、「一人一人の命の重さ、尊さへの深い思い」が何より
重要です。 全員一丸となって、何よりも「安全」を優先するという風土を作り上げましょう。
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